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 ○ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 □ 昭 和 二 十 七 年 千 葉 県 条 例 第 五 十 号 □ □ 抜 粋 □  

改 正 後  改 正 前  

  

□ 給 料 □  □ 給 料 □  

第 二 条  給 料 は □ 職 員 の 勤 務 時 間 □ 休 暇 等 に 関 す る 条 例 □ 平 成 七 年 千 葉 県 条 例

第 一 号 □ 以 下 □ 勤 務 時 間 条 例 □ と い う □ □ 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 正 規 の 勤

務 時 間 □ 以 下 □ 正 規 の 勤 務 時 間 □ と い う □ □ に よ る 勤 務 に 対 す る 報 酬 で あ つ

て □ 管 理 職 手 当 □ 初 任 給 調 整 手 当 □ 扶 養 手 当 □ 地 域 手 当 □ 住 居 手 当 □ 通 勤 手

当 □ 単 身 赴 任 手 当 □ 在 宅 勤 務 等 手 当 □ 特 殊 勤 務 手 当 □ 特 地 勤 務 手 当 □ 第 十 三

条 の 二 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む □ 第 二 十 三 条 第 一 項 及 び 第

二 項 に お い て 同 じ □ □ □ へ き 地 手 当 □ 第 十 三 条 の 三 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定

に よ る 手 当 を 含 む □ □ □ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 □ 産 業 教 育 手 当 □ 農 林 漁 業 普 及

指 導 手 当 □ 時 間 外 勤 務 手 当 □ 夜 間 勤 務 手 当 □ 宿 日 直 手 当 □ 休 日 勤 務 手 当 □ 管

理 職 員 特 別 勤 務 手 当 □ 期 末 手 当 □ 勤 勉 手 当 □ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 及 び 災

害 派 遣 手 当 □ 武 力 攻 撃 災 害 等 派 遣 手 当 及 び 特 定 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 派

遣 手 当 を 含 む □ □ を 除 い た も の と す る □  

第 二 条  給 料 は □ 職 員 の 勤 務 時 間 □ 休 暇 等 に 関 す る 条 例 □ 平 成 七 年 千 葉 県 条 例

第 一 号 □ 以 下 □ 勤 務 時 間 条 例 □ と い う □ □ 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 正 規 の 勤

務 時 間 □ 以 下 □ 正 規 の 勤 務 時 間 □ と い う □ □ に よ る 勤 務 に 対 す る 報 酬 で あ つ

て □ 管 理 職 手 当 □ 初 任 給 調 整 手 当 □ 扶 養 手 当 □ 地 域 手 当 □ 住 居 手 当 □ 通 勤 手

当 □ 単 身 赴 任 手 当 □ 特 殊 勤 務 手 当 □ 特 地 勤 務 手 当 □ 第 十 三 条 の 二 第 四 項 及 び

第 五 項 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む □ 第 二 十 三 条 第 一 項 に お い て 同 じ □ □ □ へ き

地 手 当 □ 第 十 三 条 の 三 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む □ □ □ 定 時

制 通 信 教 育 手 当 □ 産 業 教 育 手 当 □ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 □ 時 間 外 勤 務 手 当 □

夜 間 勤 務 手 当 □ 宿 日 直 手 当 □ 休 日 勤 務 手 当 □ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 □ 期 末 手

当 □ 勤 勉 手 当 □ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 及 び 災 害 派 遣 手 当 □ 武 力 攻 撃 災 害 等

派 遣 手 当 及 び 特 定 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 派 遣 手 当 を 含 む □ □ を 除 い た も

の と す る □  

２  略  ２  略  

  

□ 初 任 給 □ 昇 格 □ 昇 給 等 の 基 準 □  □ 初 任 給 □ 昇 格 □ 昇 給 等 の 基 準 □  

第 五 条  略  第 五 条  略  

２ □ ７  略   ２ □ ７  略  

８  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 第 六 項 の 規 定 に よ る 昇 給 は □ 同 項 に 規 定 す る 期 間

に お け る そ の 者 の 勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 場 合 に 限 り 行 う も の と し □ 昇 給

さ せ る 場 合 の 昇 給 の 号 給 数 は □ 勤 務 成 績 に 応 じ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 基

準 に 従 い 決 定 す る も の と す る □  

 一  五 十 五 歳 □ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 に あ つ て は □ 五 十 六 歳 以 上 の 年

齢 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の □ に 達 し た 日 後 最 初 に 到 来 す る 四 月 一 日

以 降 に 在 職 す る 職 員 □ 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く □ □  

 二  行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の

及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 □ 教 育 職 給 料 表 □ 二 □ □ 医 療 職 給 料 表 □ 二 □ □ 医

療 職 給 料 表 □ 三 □ □ 海 事 職 給 料 表 及 び 福 祉 職 給 料 表 を 除 く □ □ の 適 用 を 受

け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 職 員  

８  五 十 五 歳 □ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 に あ つ て は □ 五 十 六 歳 以 上 の 年 齢

で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の □ に 達 し た 日 後 最 初 に 到 来 す る 四 月 一 日 以 降

に 在 職 す る 職 員 の 第 六 項 の 規 定 に よ る 昇 給 は □ 同 項 に 規 定 す る 期 間 に お け る

そ の 者 の 勤 務 成 績 が 特 に 良 好 で あ る 場 合 に 限 り 行 う も の と し □ 昇 給 さ せ る 場

合 の 昇 給 の 号 給 数 は □ 勤 務 成 績 に 応 じ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 い

決 定 す る も の と す る □  

９ □   略  ９ □   略   12    12   
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□ 初 任 給 調 整 手 当 □  □ 初 任 給 調 整 手 当 □  

第 八 条 の 三  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た に 採 用 さ れ た 職 員 に は □ 当 該 各 号 に 定

め る 額 を 超 え な い 範 囲 内 の 額 を □ 第 一 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採

用 の 日 か ら 三 十 五 年 以 内 □ 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日

か ら 十 五 年 以 内 □ 第 三 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 五 年

以 内 の 期 間 □ 採 用 の 日 □ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は □

採 用 後 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 日 □ か ら 一 年 を 経 過 す る ご と

に そ の 額 を 減 じ て □ 初 任 給 調 整 手 当 と し て 支 給 す る □  

第 八 条 の 三  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た に 採 用 さ れ た 職 員 に は □ 当 該 各 号 に 定

め る 額 を 超 え な い 範 囲 内 の 額 を □ 第 一 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採

用 の 日 か ら 三 十 五 年 以 内 □ 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日

か ら 十 五 年 以 内 □ 第 三 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 五 年

以 内 の 期 間 □ 採 用 の 日 □ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も の に あ つ て は □

採 用 後 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間 を 経 過 し た 日 □ か ら 一 年 を 経 過 す る ご と

に そ の 額 を 減 じ て □ 初 任 給 調 整 手 当 と し て 支 給 す る □  

一  医 師 又 は 歯 科 医 師 で あ る 職 員 の 職 の う ち 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が 困 難 で

あ る と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の  月 額 三 十 一 万 円  

一  医 師 又 は 歯 科 医 師 で あ る 職 員 の 職 の う ち 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が 困 難 で

あ る と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の  月 額 三 十 万 九 千 二 百

円  

二 ・ 三  略  二 ・ 三  略  

２ ・ ３  略   ２ ・ ３  略  

  

□ 扶 養 手 当 □  □ 扶 養 手 当 □  

第 九 条  扶 養 手 当 は □ 扶 養 親 族 の あ る 職 員 に 対 し て 支 給 す る □ た だ し □ 次 項 第

二 号 か ら 第 五 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 扶 養 親 族 □ 以 下 □ 扶 養 親 族 で あ る

父 母 等 □ と い う □ □ に 係 る 扶 養 手 当 は □ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で

そ の 職 務 の 級 が 九 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 け る

職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 に 対 し て は □ 支 給 し な い □  

第 九 条  扶 養 手 当 は □ 扶 養 親 族 の あ る 職 員 に 対 し て 支 給 す る □ た だ し □ 次 項 第

一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 扶 養 親 族 □ 以 下 □ 扶 養

親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 □ と い う □ □ に 係 る 扶 養 手 当 は □ 行 政 職 給 料 表 の

適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 職 員 □ 以 下 □ 行 九 級 以 上 職 員 等 □ と い う □ □ に 対 し て は □

支 給 し な い □  

２  前 項 の 扶 養 親 族 と は □ 次 に 掲 げ る 者 で 他 に 生 計 の 途 が な く 主 と し て そ の 職

員 の 扶 養 を 受 け て い る も の を い う □  

２  前 項 の 扶 養 親 族 と は □ 次 に 掲 げ る 者 で 他 に 生 計 の 途 が な く 主 と し て そ の 職

員 の 扶 養 を 受 け て い る も の を い う □  

□ 削 る □ □  一  配 偶 者 □ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む □

以 下 同 じ □ □  

一  二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子  二  二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子  

二  二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 孫  三  二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 孫  

三  六 十 歳 以 上 の 父 母 及 び 祖 父 母  四  六 十 歳 以 上 の 父 母 及 び 祖 父 母  

四  二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 弟 妹  五  二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 弟 妹  

五  重 度 心 身 障 害 者  六  重 度 心 身 障 害 者  

３  扶 養 手 当 の 月 額 は □ 前 項 第 一 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 □ 以 下 □ 扶 養 親 族 で あ

る 子 □ と い う □ □ に つ い て は 一 人 に つ き 一 万 三 千 円 □ 扶 養 親 族 で あ る 父 母 等
３  扶 養 手 当 の 月 額 は □ 扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 に つ い て は 一 人 に つ き

六 千 五 百 円 □ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 で あ る
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に つ い て は 一 人 に つ き 六 千 五 百 円 □ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の

職 務 の 級 が 八 級 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ

の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 に あ つ

て は □ 三 千 五 百 円 □ と す る □  

も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相

当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 □ 以 下 □ 行 八 級 職 員 等 □ と い

う □ □ に あ つ て は □ 三 千 五 百 円 □ □ 前 項 第 二 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 □ 以 下 □ 扶

養 親 族 で あ る 子 □ と い う □ □ に つ い て は 一 人 に つ き 一 万 円 と す る □  

４  扶 養 親 族 で あ る 子 の う ち に 十 五 歳 に 達 す る 日 後 の 最 初 の 四 月 一 日 か ら 二 十

二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が い る 場 合 に お

け る 扶 養 手 当 の 月 額 は □ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず □ 五 千 円 に 当 該 期 間 に あ る

当 該 扶 養 親 族 で あ る 子 の 数 を 乗 じ て 得 た 額 を 同 項 の 規 定 に よ る 額 に 加 算 し た

額 と す る □  

４  扶 養 親 族 で あ る 子 の う ち に 十 五 歳 に 達 す る 日 後 の 最 初 の 四 月 一 日 か ら 二 十

二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 □ 以 下 □ 特 定 期 間 □ と い

う □ □ に あ る 子 が い る 場 合 に お け る 扶 養 手 当 の 月 額 は □ 前 項 の 規 定 に か か わ

ら ず □ 五 千 円 に 特 定 期 間 に あ る 当 該 扶 養 親 族 で あ る 子 の 数 を 乗 じ て 得 た 額 を

同 項 の 規 定 に よ る 額 に 加 算 し た 額 と す る □  

５  前 各 項 に 規 定 す る も の の ほ か □ 扶 養 親 族 の 数 の 変 更 に 伴 う 支 給 額 の 改 定 そ

の 他 扶 養 手 当 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は □ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る □  

□ 新 設 □  

  

第 十 条  削 除   第 十 条  新 た に 職 員 と な つ た 者 に 扶 養 親 族 □ 行 九 級 以 上 職 員 等 に あ つ て は □ 扶

養 親 族 で あ る 子 に 限 る □ □ が あ る 場 合 □ 行 九 級 以 上 職 員 等 か ら 行 九 級 以 上 職

員 等 以 外 の 職 員 と な つ た 職 員 に 扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 が あ る 場 合 又

は 職 員 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 情 が 生 じ た 場 合 に お い て は □ そ の 職

員 は □ 直 ち に そ の 旨 を 任 命 権 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い □  

 一  新 た に 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 者 が あ る 場 合 □ 行 九 級

以 上 職 員 等 に 扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 と し て の 要 件 を 具 備 す る に 至

つ た 者 が あ る 場 合 を 除 く □ □  

 二  扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 つ た 者 が あ る 場 合 □ 扶 養 親 族 で あ る 子

又 は 前 条 第 二 項 第 三 号 若 し く は 第 五 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 が □ 二 十 二 歳 に

達 し た 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 の 経 過 に よ り □ 扶 養 親 族 と し て の 要 件

を 欠 く に 至 つ た 場 合 及 び 行 九 級 以 上 職 員 等 に 扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母

等 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 つ た 者 が あ る 場 合 を 除 く □ □  

 ２  扶 養 手 当 の 支 給 は □ 新 た に 職 員 と な つ た 者 に 扶 養 親 族 □ 行 九 級 以 上 職 員 等

に あ つ て は □ 扶 養 親 族 で あ る 子 に 限 る □ □ が あ る 場 合 に お い て は そ の 者 が 職

員 と な つ た 日 □ 行 九 級 以 上 職 員 等 か ら 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の 職 員 と な つ た

職 員 に 扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 が あ る 場 合 に お い て そ の 職 員 に 扶 養 親

族 で あ る 子 で 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が な い と き は そ の 職 員 が 行 九

級 以 上 職 員 等 以 外 の 職 員 と な つ た 日 □ 職 員 に 扶 養 親 族 □ 行 九 級 以 上 職 員 等 に

あ つ て は □ 扶 養 親 族 で あ る 子 に 限 る □ □ で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の

が な い 場 合 に お い て そ の 職 員 に 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た と き は そ の

事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 □ こ れ ら の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は □ そ
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の 日 の 属 す る 月 □ か ら 開 始 し □ 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 が 離 職 し □ 又 は 死

亡 し た 場 合 に お い て は そ れ ぞ れ そ の 者 が 離 職 し □ 又 は 死 亡 し た 日 □ 行 九 級 以

上 職 員 等 以 外 の 職 員 か ら 行 九 級 以 上 職 員 等 と な つ た 職 員 に 扶 養 親 族 で あ る 配

偶 者 □ 父 母 等 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 場 合 に お い て そ の 職

員 に 扶 養 親 族 で あ る 子 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が な い と き は そ の

職 員 が 行 九 級 以 上 職 員 等 と な つ た 日 □ 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 扶 養 親 族

□ 行 九 級 以 上 職 員 等 に あ つ て は □ 扶 養 親 族 で あ る 子 に 限 る □ □ で 同 項 の 規 定

に よ る 届 出 に 係 る も の の 全 て が 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 つ た 場 合 に

お い て は そ の 事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 □ こ れ ら の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き

は □ そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 □ を も つ て 終 わ る □ た だ し □ 扶 養 手 当 の 支 給 の

開 始 に つ い て は □ 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 が □ こ れ に 係 る 事 実 の 生 じ た 日 か ら

十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は □ そ の 届 出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌

月 □ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は □ そ の 日 の 属 す る 月 □ か ら 行 う も の と す

る □  

 ３  扶 養 手 当 は □ 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合 に お い て は □

そ の 事 実 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 □ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は □ そ

の 日 の 属 す る 月 □ か ら そ の 支 給 額 を 改 定 す る □ 前 項 た だ し 書 の 規 定 は □ 第 一

号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場 合 に お け る 扶 養 手 当 の 支 給 額 の 改 定 に

つ い て 準 用 す る □  

 一  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に 更 に 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 実 が 生 じ た 場

合  

 二  扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 扶 養 親 族 □ 行 九 級 以 上 職 員 等 に あ つ て は □

扶 養 親 族 で あ る 子 に 限 る □ □ で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の の 一 部

が 扶 養 親 族 と し て の 要 件 を 欠 く に 至 つ た 場 合  

 三  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 及 び 扶 養 親 族 で あ る 子 で 第 一 項 の 規 定 に

よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 行 九 級 以 上 職 員 等 が 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の 職

員 と な つ た 場 合  

 四  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が

あ る 行 八 級 職 員 等 が 行 八 級 職 員 等 及 び 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の 職 員 と な つ

た 場 合  

 五  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の 及

び 扶 養 親 族 で あ る 子 で 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 職 員 で 行 九

級 以 上 職 員 等 以 外 の も の が 行 九 級 以 上 職 員 等 と な つ た 場 合  

 六  扶 養 親 族 で あ る 配 偶 者 □ 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が
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あ る 職 員 で 行 八 級 職 員 等 及 び 行 九 級 以 上 職 員 等 以 外 の も の が 行 八 級 職 員 等

と な つ た 場 合  

 七  職 員 の 扶 養 親 族 で あ る 子 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の の う ち 特

定 期 間 に あ る 子 で な か つ た 者 が 特 定 期 間 に あ る 子 と な つ た 場 合  

以 下  略  以 下  略  

 


